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研究要旨

本研究は、住宅宿泊事業法施行前後の民泊の衛生管理の実態や保健衛生部局の取組み

に関する情報を収集・整理することにより、民泊の衛生管理等項目や具体的手法を考案

し、保健所その他関係機関における衛生管理体制の構築や民間への事業委託の活用を検

討するための資料を提供することを目的とする。

今年度は住宅宿泊事業法施行後の動向をモニタリングしながら、昨年度に引き続き民

泊施設の実測調査を行い、民泊対策において先行する自治体の取組みや諸外国の事例に

ついて情報を収集した。また、外国人宿泊者に対し民泊に対する意識についてインタビ

ュー調査を実施した。

民泊は住宅宿泊事業法施行を境に仲介サイト登録数が大きく減少したが、届出民泊件

数の 2.5 倍程度に上り無届営業の継続が懸念される。昨年度の調査により判別した違法民

泊を追跡踏査した結果からは、新法民泊や特区民泊に移行したものとともに、どちらに

も属さず開店休業か廃業状態にあるものも多く発見された。

室内衛生環境の実測調査では、清掃不足など衛生管理が不十分な建物において浮遊真

菌や付着真菌、ダニアレルゲンなどのリスクが高まる可能性があることが示唆された。

民泊の衛生管理等に関する事業者・管理者の意識調査からは、小規模な民泊では清掃

専門業者の利用は少ないこと、衛生管理に対する危機意識は経営や火災・犯罪などの危

機管理と比較して高くないこと、日々の管理が適切に実施されているかのチェック体制

は十分ではないこと、などが明らかになった。

宿泊客に対する調査からは、宿泊施設の内実を判断しづらい状況にあること、オーナー

との接触のない民泊が多いこと、他方で日本の民泊の清潔さに対する意識が非常に高いこ

とがわかった。

自治体で民泊条例を制定しているのは都道府県で 19、市で 39 であり、民泊の担当部

局は殆どが衛生部局だが、約 25%は観光部局が関わっていた。積極的な取組を展開して

いる自治体でも、衛生管理について特別な取組みはほとんど行われていないが、感染症

対策部局では宿泊施設向けの啓発リーフレットを作成し配布する動きが見られた。

海外の事例では、パリ・ロンドンの両都市とも、住宅供給の不足や家賃の高騰が社会

的な問題になっており、民泊の拡大がそれらに大きく影響することが懸念されていた。

民泊に関する特別な安全・衛生基準等は設定していないが、住宅一般に関して評価や監

査が実施されていた。
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これらの知見から、民泊の衛生管理については、清掃の徹底と感染症対策に関する啓

発・指導が重要である。実効性のある具体的な清掃方法や頻度等については、実測等を

行いさらに検証していく必要がある。 
 

研究分担者 

堀田祐三子・和歌山大学 観光学部 教授 

松村嘉久・阪南大学 国際観光学部 教授 

本間義規・宮城学院女子大学 生活科学部 教授 

山田裕巳・長崎総合科学大学 工学部 教授 

研究協力者 

大崎元・一級建築士事務所建築工房匠屋 取締役 

川田菜穂子・大分大学 教育学部 准教授 

小林秀樹・千葉大学 工学部教授 

杉浦正彦・大阪府簡易宿所生活衛生同業組合 事

務局長 

橋本知幸・日本環境衛生センター 環境生物・住

環境部 次長 

松本珠実・大阪市阿倍野区役所 保健福祉課 保

健副主幹兼担当係長 

向山晴子・中野区保健所 所長 
 
Ａ．研究目的 
民泊サービスは、ここ数年で急速に普及し、

観光立国の推進や空き家の有効活用・地域活性

化の観点から推進されている。一方で、感染症

まん延防止やテロ防止・地域住民等とのトラブ

ル防止に留意した早急な対策が必要だと言わ

れている。 
平成25年に国家戦略特別区域法により旅館

業法の特例が認められ、東京都大田区や大阪府、

大阪市、北九州市で特区民泊の取り組みが開始

された。これらの動きと並行して、規制改革会

議や厚生労働省・観光庁の「『民泊サービス』

のあり方に関する検討会」で議論が進められて

きた。検討会の中間整理を踏まえ、旅館業法施

行令の一部を改正し簡易宿所の枠組みを活用

した民泊の促進が図られ、また、検討会の最終

報告書「『民泊サービス』の制度設計のあり方

について」を踏まえ、平成29年6月に「住宅宿

泊事業法」が公布、平成30年6月15日から施行

された。平成29年12月には住宅宿泊事業法施

行要領（ガイドライン）も作成された。 
民泊は住宅を活用した宿泊サービスであり、

その適正な管理や安全面・衛生面の確保におい

て、既存の旅館業とは違いがあることが想定さ

れる。しかし、京都市や大阪市など一部の自治

体で調査が行われているものの、業態や違法性

などの把握にとどまっている。 
本研究は、現行の旅館業における衛生等管理

要領を参考に、民泊に活用される住宅の衛生管

理等の具体的手法を考案する点に特色・独創性

がある。初年度は簡易宿所や特区民泊の衛生管

理について事業者に対するアンケート調査に

より実態を把握した。また、住宅宿泊事業法施

行前の民泊について実測調査を行った。さらに、

民泊対策における自治体の取組みや諸外国の

事例について情報を収集した。今年度は住宅宿

泊事業法施行後の動向をモニタリングしなが

ら、1年目に引き続き民泊の衛生管理の実態把

握を行い、その成果を踏まえて民泊の衛生管理

項目や具体的手法を考案する。 
 
Ｂ．研究方法 
平成 30 年度の研究計画・方法は以下のとお

りである。以下の成果を踏まえ、民泊における

環境衛生管理項目や具体的手法を考案する。ま

た、研究成果の公表や発信を行う。 
（１）住宅宿泊事業法制定前後の民泊サービス

の動向 
１－１．住宅宿泊事業法施行前後の民泊・特区
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民泊の全体状況 
民泊の立地特性、建物特性から公衆衛生に関

わる民泊の課題を想定し範疇化するために、住

宅宿泊事業法施行前後の民泊データを比較し、

立地特性、建物特性を把握する。 
本研究では住宅宿泊事業法施行前の平成 29

年 12 月末から平成 31 年 2 月初めまでのクロ

ーリングデータを用いる。まず、民間市場での

動向を仲介サイトに掲載されているリスト数

と収容人数で想定する。次に、保健所設置自治

体ごとの届出民泊数と比較検討する。さらに、

特徴的な 6 都市（東京 23 区、大阪市、札幌市、

名古屋市、京都市、福岡市）を抽出し、民泊の

地域分布と民泊の建物状況の特定を行い、都市

ごとの特徴と都市間比較を試みる。 
１－２．大阪市における住宅宿泊事業法施行後

の違法民泊・新法民泊・特区民泊の動向 
大阪市が定期的に公表している特区民泊の

最新リストおよび過去公表された特区民泊リ

ストの 6 時点を入手して分析を行う。 
次に、昨年度の調査対象地域の違法民泊の建

物の物件ベースのデータを、最新状況と照合し

比較分析する。 
（２）民泊施設・簡易宿所の室内衛生環境の実

態 
２－１．民泊および簡易宿所の室内衛生環境の

実態 
急増する民泊の衛生管理状態の影響を見る

ために、民泊施設を新法民泊と特区民泊に分け、

登録が確認されていない未登録民泊を含めて、

三種類の民泊を対象とし実態を把握する。加え

て、管理程度の影響を見るために簡易宿所を追

加して調査を実施する。昨年度と同様に、作成

した居住環境測定キットを運用して、室内居住

環境（CO2濃度・温湿度・アレルゲン濃度等）

を測定する。リスクの高い項目を中心に、宿泊

施設として関連ある調査項目を設定する。昨年

度は主に冬季に調査を実施したので、今年度は

秋季に調査を行い、季節による室内環境の違い

についても分析を行う。 
簡易宿所についても、上記と同様に室内居住

環境を測定し、民泊施設の測定結果と比較分析

する。また、簡易宿所（東京都・大阪府）の経

営者・管理者に対するインタビュー調査を実施

し、簡易宿所の衛生管理状況や課題を把握する。 
２－２．民泊および一般住宅の室内衛生環境の

実態 
２－１と同様の手法で住宅、民泊施設、ホテ

ルを対象に測定を実施する。潜在的な民泊スト

ックとしての一般住宅の環境性能の実態把握のた

め、温湿度、CO2濃度、ダニアレルゲン、付着真

菌量、部位微生物汚染度および浮遊粒子濃度の

測定を行う。 
（３）民泊の衛生管理等に関する事業者・管理

者の意識 
民泊事業者の衛生管理の実態と意識を明ら

かにするため、まず、昨年度実施したアンケー

ト調査結果を用い、総定員規模およびフロント

の有無別にその特徴を分析する。次に、事業者

に対してインタビュー調査を行い、衛生管理に

ついてより詳細な実態把握を行う。 
（４）民泊の衛生管理に関する宿泊者の関心・

意識・評価 
民泊利用者側の視点から衛生管理等の課題

を見出すため、訪日外国人旅行者および外国人

留学生を対象に、日本国内で民泊を利用した外

国人の民泊に関する意識について、民泊利用の

全般、仲介サイト、衛生、利用方法などの聞き

取り調査を行う。この調査は、宿泊者の衛生管

理に対する関心度の確認や衛生状態に関する

経験談を集めることを目的とし、量的・統計的

調査とはしない。 
（５）自治体における取組み状況 
保健所設置自治体のホームページ等から条
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例等の制定状況と特徴を抽出する。次に、主要

都市を対象に、担当者にインタビュー調査を行

い、民泊施設に関する情報を収集する。調査対

象は、東京都新宿区、北海道、大阪市を選定す

る。また、感染症対策としての取組みについて、

東京都の感染症対策部局から情報を収集する。 
（６）諸外国における民泊の衛生管理等の状況 
日本に先んじて民泊サービスが普及・定着し

ている海外都市における民泊の課題や対策を

把握し、日本への適用・応用を検討することを

目的とする。対象とした海外都市は、平成 29
年度と同様にフランス・パリとイギリス・ロン

ドンである。いずれの都市もオリンピック開催

（予定）地であり、かつ観光都市であり、ホテ

ル需要の増加への対応が必要であること、民泊

登録物件数が他都市と比べて非常に多いこと

を特徴とする。 
パリやロンドンでは住宅の評価システムが

存在することから、このシステムの民泊への適

用状況や可能性について調査を行う。また、昨

年度の調査により、パリでは民泊の登録番号制

度の導入や、民泊のプラットフォームに対する

訴訟が発生しており、また、ロンドンでは民泊

の登録制について法律が提案されているため、

これらの最新動向を把握する。 
方法としては、文献・資料を収集・整理する

ほか、関係機関・団体、有識者等を訪問し、イ

ンタビュー調査を実施して情報を収集する。収

集した情報から、日本における民泊の衛生管理

等に対して参考となる資料や事例を整理する。 
 

（倫理面への配慮） 
本研究は、民泊サービスに活用されている住

宅や、旅館業法に基づく簡易宿所などの建築物

の衛生管理について研究を行うものであり、主

たる調査対象は建築物で、個人を対象とした調

査や実験ではない。しかし、民泊の管理・運営

者に対する質問紙調査など、人を対象とする調

査方法が含まれることから、本研究の全体につ

いては、国立保健医療科学院研究倫理審査委員

会の承認（NIPH-IBRA#12172）を得たほか、

民泊の管理・運営者に対する質問紙調査につい

ては和歌山大学の、民泊の室内環境の実測調査

については宮城学院女子大学と長崎総合科学

大学の、それぞれ研究倫理審査委員会に申請し

た。 
 
Ｃ．研究結果 
（１）住宅宿泊事業法制定前後の民泊サービス

の動向 
１－１．住宅宿泊事業法施行前後の民泊・特区

民泊の全体状況 
法施行前後の動向は、法施行の少し前から掲

載数・収容数は大きく減少し、施行後には微増

に転じた。地域差はあるが、仲介サイトの掲載

数は平成 31 年初頭の届出民泊件数の 2.5 倍程

度に上り、無届営業の継続が懸念される。 
次に、伸び率から地域分布と特性を見ると、

地域ごとに大きく異なるが、沖縄県以外は政令

指定都市が含まれる都道府県に件数が集中し

ていた。届出民泊や特区民泊の件数と仲介サイ

トの掲載数が大きく異なる都市もあった。届出

民泊の件数は都市ごとに伸び率の変化に違い

が見られた。特に、大阪市と京都市は変動が激

しいことが分かった。 
三つ目に、都市間比較では、立地特性、建物

特性がかなり異なった。特に、東京 23 区の民

泊、大阪市の特区民泊、京都市の民泊の利用建

物は低層建物が半数以上を占めること、東京と

大阪では低層小規模民泊の集中と木造住宅密

集地域が重なっていること、都心高層マンショ

ンエリアには高層建物での民泊利用が集中し

ていることなどが明らかになった。 
１－２．大阪市における住宅宿泊事業法施行後
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の違法民泊・新法民泊・特区民泊の動向 
調査の結果からは、大阪市の特区民泊が、

住宅宿泊事業法の施行後、認定件数が急増し、

観光スポットに近い都心地域、主要な駅に近

い地域で分布密度が高くなっていること、地

域差が明確となっていることが見出された。

また、特区民泊での認定を前提とした高層共

同住宅が都心部で続々と新築されていた。新

法民泊は、特区民泊と比較して一つの建物内

に集中する傾向が顕著だが、一方で、都心か

ら離れた戸建て物件の多くは空き家や老朽化

住宅を利活用していた。 
かつての違法民泊を追跡踏査した結果から

は、新法や特区民泊に移行したものとともに、

どちらにも属さず開店休業か廃業状態にある

ものも多く発見された。 
（２）民泊施設・簡易宿所の室内衛生環境の実

態 
２－１．民泊および簡易宿所の室内衛生環境の

実態 
それぞれの汚染物質を真菌、アレルゲン・虫

体として比較した結果、清掃が不足している印

象がある民泊未登録物件および簡易宿所は、浮

遊真菌と床面の付着真菌に共通して課題があ

った。また床面と布団のアレルゲンに関しては、

簡易宿所の木造戸建て住宅と小規模な簡易宿

所において布団と床のアレルゲンを観測し、清

掃状態や畳で構成されるタイプにリスクが存

在することが分かった。虫体数が多い建物は衛

生状態も清潔な印象ではなく、布団のダニアレ

ルゲンも観測された。一方で古い戸建住宅でも

清掃が行き届いており、また管理者の清掃意識

が高い建物では、衛生上の大きな課題は見られ

なかった。 
２－２．民泊および一般住宅の室内衛生環境の

実態 
換気回数は 0.09～0.46 回/h、全体平均で

0.25回/h程度であった。室内CO2濃度は平均値

で 4,000ppm、最大値で 10,000ppm 超であっ

た。 
暖房室・非暖房室の温度差が 5℃以上ある住

宅が戸建て住宅に多く、一方で集合住宅は室内

温度差が少なかった。 
集合住宅は、特にカーペットでダニアレルゲン

量レベルが高かった。 
水回りでは人体常在菌由来の酵母菌が多数検

出された。内装では、壁部分に少なく、床や階段

手摺などで真菌数が多いことがわかった。 
ATP 法による部位微生物汚染評価では、一般

的な食品衛生管理基準と比べて RLU 値が高い

住宅があった。民泊物件やホテルでも一部基準

値を超えていた。 
浮遊粒子濃度については、2 件での測定結果

から、ISO 規準で Class8 もしくは Class9 レベル

にあることがわかった。 
（３）民泊の衛生管理等に関する事業者・管理

者の意識 
 アンケート調査結果の分析からは、10 人以

下の規模の施設で、客の滞在期間に合わせた清

掃や衛生管理対応を行っていること、清掃専門

業者の利用についても 11 人以上規模の施設と

比較して少ないことが明らかとなった。フロン

ト有の施設ではフロント無の施設よりも、清掃

頻度が定期的で、害虫防除の定期的な薬剤散布

の割合が高いが、衛生管理に対する意識には大

差はなかった。 
他方、インタビュー調査結果から明らかとな

った課題として、①衛生管理に対する危機意識

は、経営や火災・犯罪などの危機管理と比較し

て高くないこと、②問題発生時の対応がネット

の情報や経験者の体験を参照して行われてい

ること、③許可取得後施設は設備要件で衛生管

理基準がクリアできれば、その後の衛生管理対

策は意識されにくくなること、④日々の管理が
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適切に実施されているかのチェック体制は十

分ではないこと、という知見を得た。 
（４）民泊の衛生管理に関する宿泊者の関心・

意識・評価 
現在の民泊はインバウンド客、日本人ともに

宿泊施設の内実を判断しづらい状況にあるこ

と、オーナーとの接触のない民泊が多く、宿帳

への個人情報の記入が徹底されている状況に

はないこと、特定の国内で特定の言語のみで自

国民を対象とするローカルな民泊仲介サイト

や海外拠点の Online Travel Agency（OTA）な

どが日本国内の違法民泊への集客装置となる

可能性が高まっていることなどが指摘された。

一方で、日本の民泊の清潔感、清潔さに対する

意識は非常に高いことも分かった。 
（５）自治体における取組み状況 

民泊条例を制定しているのは、権限移譲され

ている保健所設置自治体（都道府県 47、市区

56）のうち、都道府県で 19、市で 39 であっ

た。各地の条例は区域と期間指定以外、国が示

す条例案やガイドラインに沿ったものであっ

た。民泊の担当部局は殆どが衛生部局だが、約

25%は観光部局が関わっていた。 
主要自治体の取組みについては、新宿区では

検討会議を立ち上げ、リーフレットやルールブ

ックを作成し、宿泊者や事業者に対する情報提

供や啓発を積極的に実施していた。北海道は観

光部局が窓口で、民泊を観光の重要な資源とし

てとらえ、施設運営者との「顔をつなぐ」訪問

で検査確認も行い、施設の質の確保と関係性の

構築を行っていた。大阪市は違法民泊指導実働

部隊を組織し大きな効果を上げていた。しかし、

いずれの自治体も衛生管理について特別な取

組みは行われていなかった。一方、東京都の感

染症対策課では、外国人向けの医療機関受診ガ

イドブックや宿泊施設向けリーフレットを作

成し配布していた。 

（６）諸外国における民泊の衛生管理等の状況 
パリ・ロンドンの両都市とも、住宅供給の不

足や家賃の高騰が社会的な問題になっており、

民泊の拡大がそれらに大きく影響することが

懸念されていた。パリではとくに、市への登録

の徹底や年間 120 日以上の貸し出しへの規制

強化が進んでいた。2018 年に公布された「住

宅、開発及びデジタル化の発展に関する法律」

（通称 ELAN 法）では、家主のみならず、プ

ラットフォームへの罰則も明確にしている。ロ

ンドンでは、住宅を年間 90 日以上貸し出す場

合には用途変更が必要になる。オンラインプラ

ットフォーム上では 90 日以上貸し出されてい

る物件が多くあり（掲載物件の約 4 割）、用途

変更手続きのなされていない物件が相当に存

在しているが、登録の徹底や監査の強化は具体

的に検討されていなかった。 
フランス・イギリスともに、新しい形態の民

泊に関しては、特別な安全・衛生基準等を設定

していなかった。しかし住宅一般に関しては、

ELAN 法等において、家主の責任や義務が明

確にされており、「適切な住宅」についての具

体的な明記があった。イギリスでは住宅の健

康・安全に関する格付けシステムが存在してお

り、リスク・アセスメントに基づいて評価や監

査が実施されていた。 
感染症や寄生虫の発生は、現在のところ民泊

では大きな問題になっていないが、パリでは観

光案内所にトコジラミに関するリーフレット

を置くなどして、旅行者にも注意喚起を行って

いた。 
 

Ｄ．考察 
（１）住宅宿泊事業法制定前後の民泊サービス

の動向 
１－１．住宅宿泊事業法施行前後の民泊・特区

民泊の全体状況 
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まず、民間市場での新法施行前後の動向を概

観した結果、新法民泊の今後の伸びを考慮した

としても、未届・未認定の部分の多くは今後、

届出・認定に算入されるか未届・未認定のまま

民泊事業を継続すると推察される。特に大都市

部での民泊の小規模化により、公衆衛生上の課

題が多様化する可能性がある。 
次に、新法民泊増加数は全体的に大きく伸び

た後で落ち着いてきたが、都市部では都市ごと

に伸び率の変化動向に違いが見られる。特に、

大阪市と京都市は変動が激しく、届出・認定に

よる社会的顕在化と民間市場への潜在化につ

いては注視していく必要がある。 
さらに、都市ごとに立地特性、建物特性がか

なり異なることが見出された。特に、東京 23
区の民泊、大阪市の特区民泊、京都市の民泊の

では低層建物が半数以上を占めること、東京、

大阪では低層小規模民泊の集中と低層木造住

宅密集地域がかなり重なっていること、都心高

層マンションエリアには高層建物での民泊利

用が集中していることなどが分かったが、これ

らの特性は、都市ごとの都市圏域に見られる集

中度、集積度、民泊に用いられている建物条件

などによる違いが反映されていると思われる。

こうした地域特性、建物特性などから想定され

る衛生環境、衛生管理の課題も含めて、衛生管

理手法に反映していくことが有効と考える。 
１－２．大阪市における住宅宿泊事業法施行後

の違法民泊・新法民泊・特区民泊の動向 
特区民泊は、住宅宿泊事業法の施行後、認定

件数が急増している。第一に、観光スポットに

近い都心地域、第二に、主要な駅に近い地域で

分布密度が高く、その収容力はすでにかなりの

規模に達していると思われる。特区民泊での認

定を前提として、高層共同住宅が、特に都心部

で続々と新築されている。本来、特区民泊は空

き部屋の利活用が目的であり、本末転倒である。 

新法民泊は、特区民泊と比較して一つの建物

内に集中する度合いが著しい。一方で、都心か

ら離れた戸建て物件の多くは、空き家や老朽化

住宅を利活用した案件で、本来のバケーション

レンタルの機能を果たす可能性を感じる。 
いずれにしても、旅館業法上の免許を有する

宿泊施設の収容力と、新法民泊・特区民泊の収

容力の、今後の増加を見込むならば、夜間人口

では海外や国内からの旅行者の方が定住人口

よりも多くなる可能性が高い。災害時の緊急避

難や安全確保を鑑みれば、そのような状況を踏

まえて、対策を立案しなければならない。 
かつての違法民泊を追跡した結果からは、新

法や特区民泊に移行したものとともに、どちら

にも属さず開店休業か廃業状態にあるものも

多い。特区民泊の居室面積 25 ㎡以上要件、新

法民泊の 180 日間制約といった制限に規定さ

れているためと思われるが、独自の集客チャン

ネルをもつネットワークに頼ったビジネスモ

デルの存在が、違法民泊の存続を可能にしてい

る面も指摘される。 
（２）民泊施設・簡易宿所の室内衛生環境の実

態 
２－１．民泊および簡易宿所の室内衛生環境の

実態 
 それぞれの汚染物質を真菌、アレルゲン・虫

体として比較した場合、清掃が不足している印

象がある民泊未登録物件および簡易宿所の事

例では、浮遊真菌と床面の付着真菌に共通して

課題があり、床を含めた清掃性や住居の通風換

気性に影響を受ける可能性がある。また床面と

布団のアレルゲンに関しては、清掃状態や畳で

構成されるタイプにリスクが存在することか

ら、通風換気性能に懸念がある建物については、

適正な環境制御が求められる。虫体が多い事例

では衛生状態も清潔な印象ではなく、布団のダ

ニアレルゲンも観測していた。清掃が行き届い
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ており、また管理者の清掃意識が高い場合は衛

生上の大きな課題は見られなかった。このこと

から、衛生管理が十分ではない事例の建物にお

いて、リスクが高まる可能性があることが示唆

された。特に民泊未登録建物においては、その

傾向は顕著になると思われた。

一方で、ホテルは管理が十分になされている

ことから、管理状態により、室内環境が大きく

異なることが分かった。丁寧な管理が行われた

場合には、年数を経た木造住宅においても、清

潔な状態が保たれていた一方で、サッシ下部の

ガスケットに汚れが付着しているような、見た

目上の管理が行われている施設では問題が確

認されたことから、適切な清掃方式の確立と標

準化が必要であることが分かった。

２－２．民泊および一般住宅の室内衛生環境の

実態

本研究では、微生物汚染を防止する上での衛

生面（真菌、ダニアレルゲン）およびその環境

を形成する温湿度コントロール（断熱気密性能、

暖房設備、換気設備）の関係を明らかにするた

め、民泊施設のベースとなる一般住宅の環境測

定を行った。研究結果を、民泊施設の衛生環境

の良否判断のための指標、および一般住宅の民

泊利用に係る許可条件に室内環境基準等を含

めるべきか否か等の検討材料として利用でき

るか、さらに検討を進めたい。

（３）民泊の衛生管理等に関する事業者・管理

者の意識

アンケート調査結果からは、規模別では、10
人以下の規模の施設で、客の滞在期間に合わせ

た清掃や衛生管理対応を行っており清掃専門

業者の利用は比較的少ないこと、フロント有無

別では、フロント有の施設で衛生管理対応（清

掃頻度や害虫防除）が積極的に行われているこ

とが窺えた。

他方、インタビュー調査からは、①衛生管理

に対する危機意識は、事業経営や火災・犯罪な

どの危機管理と比較して高くない、②問題発生

時の対応がネットの情報や経験者の体験を参

照して行われている、③許可取得後施設・設備

要件で衛生管理基準がクリアできれば、その後

の衛生管理対策は（清掃など目に見えて対応が

求められる部分以外）意識されにくくなる、④

日々の管理が適切に実施されているかという

点についてのチェック体制は、内部・外部いず

れも十分確立されていない、という課題があり、

これらの課題状況を踏まえると、予防という観

点から情報発信や啓発等が不十分であり、かつ

その周知方法についても検討の余地がある。

今回の調査対象は、旅館業の簡易宿所の許可

を得た事業者を対象としており、規模、利用し

ている施設建物、事業者特性等の違いによる衛

生管理対策や事業者意識の分析を行った。アン

ケートおよびインタビュー調査から見えてき

たことは、小規模施設経営の個人事業（主）と、

中規模施設や小規模施設を一定数経営（管理）

する中小企業の事業との 2 つの系統があり、こ

の系統の違いが衛生管理の現場（宿泊施設）で

の指揮・監督の違いにつながっているという点

である。

その際、許可申請の事業者（個人／企業）と、

実際の管理の実態（現場清掃や顧客対応等）は

必ずしも一致するわけではないことに注意が

必要である。さらに言えば、帳場（フロント）

が設置されている＝管理スタッフが駐在して

いるわけではないという点にも注意が必要で

ある。いずれにしても、衛生管理上のインシデ

ントが発生した場合の対応の指揮系統や管理

責任の所在について、事業者や雇用スタッフ、

管理を請け負う業者、各々が自覚することが肝

要である。

（４）民泊の衛生管理に関する宿泊者の関心・

意識・評価
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利用者側から見れば、現在の民泊は、インバ

ウンド客は当然ながら、日本人ですら宿泊施設

の内実を判断しづらい状況にある。質の悪い民

泊が競争原理のなかで自然淘汰されれば質は

高まっていくが、低質のまま存続し続ける可能

性も大きい。 
現場では、オーナーとの接触のない民泊が多

く、宿帳への個人情報の記入が徹底されている

状況にはない。民泊事業者からの報告内容が経

営実態と乖離していないか精査すべきである。 
仲介サイトの実態としては、住宅宿泊事業法

の施行後、グローバルに展開する大手の民泊仲

介サイトへの規制は進展したが、特定の国内で

特定の言語のみで自国民を対象とするローカ

ルな民泊仲介サイトや海外拠点の OTA などが

日本国内の違法民泊への集客装置となる可能

性が高まっている。どう規制するのかが議論さ

れなければならないであろう。 
衛生面では、日本の民泊の清潔感、清潔さに

対する意識は非常に高い。ただし、日本の気候

条件を勘案しての衛生面でのチェックリスト

のようなものが切望される。 
宿泊施設の自称は法令とは関わりなく、民泊

がホテルやゲストハウスと名乗る事例も多い。

ホテルや旅館とも連動して課題解決や経営戦

略に取り組んでいく発想が必要といえる。 
（５）自治体における取組み状況 
 条例の制定は地方によって異なり、民泊件数

の多い自治体では、都道府県レベルでの制定割

合は小さく、市区レベルで高い。また、ほとん

どの自治体は衛生部局が民泊を担当している

が、約 25%は観光部局単独か観光部局と衛生

部局の両方が担当している。このことから、条

例制定の有無や担当部局の違いを踏まえ、民泊

のあり方を検討する必要がある。 
現時点では、民泊に対し積極的な取組みを見

せている自治体でも、衛生管理項目や手法につ

いてはあまり意識されていない。一方、感染症

対策部局では、感染症予防や訪日外国人への医

療対応などの面から取組みが行われており、東

京都では宿泊施設向けの取組みも始まってい

る。他の自治体でも民泊担当部局と感染症対策

部局との連携を進めていくことが望まれる。 
（６）諸外国における民泊の衛生管理等の状況 
フランス・イギリスともに、新しい形態の民

泊に関しては、特別な安全・衛生基準を設定し

ていない。しかし住宅一般に関しては、フラン

スでは民法や住宅に関する新法等において、家

主の責任や義務を明確にしており、「適切な（不

適切な）住宅」について、具体的に明記してい

る。イギリスでは住宅の健康安全に関する格付

けシステムが存在しており、住宅の評価や監査

が実施されている。短期貸しやシェアハウスの

普及による民間賃貸住宅の質の悪化も問題視

されており、それらに対応するための追加基

準・ライセンスが設定されている。このような

住宅一般に関する水準や評価・監査の仕組みは、

日本の民泊の安全・衛生基準、監査等を検討す

るうえでも参考になる。 
 また感染症や寄生虫の発生は、現在のところ

民泊では大きな問題になっていない。しかし、

グローバルな人の移動や短期貸しの住宅の増

加が要因であることが認識されている。パリで

は観光案内所にトコジラミに関するリーフレ

ットを置くなどして、旅行者にも注意喚起を行

っている。日本においても一般的な関心は低い

が、旅行者も含めてより広く周知することが必

要である。 
（７）民泊の衛生管理等項目 
 （２）（３）の調査結果を踏まえると、民泊

の衛生管理については、清掃の徹底と感染症対

策に関する啓発・指導が必要と考えられる。 
 住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）1）

には、清掃については「届出住宅の設備や備品
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等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生

しないよう除湿を心がけ、定期的に清掃、換気

等を行うこととする。」との記載しかなく、具

体的な清掃方法や清掃頻度が不明である。

 東京都では、「健康・快適居住環境の指針」2）

の中で一般住宅の清掃方法や頻度について記

載している。また、川崎市は高齢者福祉施設を

対象に、清掃の目的やチェックポイントを示し

ている 3）。おう吐物の処理と消毒方法につい

ても詳しく手順を記載しているほか、清掃作業

計画表や清掃作業日報の参考様式も収録して

いる。

一方、民泊経営者はその経験から、民泊はホ

テルと異なり室内に出っ張りが出たり収納に

埃が溜まりやすいなど掃除がしづらく、清掃項

目も多いため、清掃のノウハウを持ったプロが

行うことを提案している 4）。また、日本と外

国では掃除のポイントが異なり、日本人はほこ

りや髪の毛が落ちていれば苦情が来るが、外国

人はそこまで神経質ではないものの、鏡が磨か

れていることを喜ぶ 4）、など宿泊客に応じた

配慮も必要である。

これらの資料を参考に、民泊の清掃について

具体的な指針を示すことが望まれる。

感染症対策については、感染症対策部局と連

携し、宿泊施設向けの啓発資料や研修会の開催

などが求められる。

Ｅ．結論

本研究では、住宅宿泊事業法施行後の民泊サ

ービスの衛生管理等について、実態把握に重点

を置き、以下のような知見を得た。

・ 民泊は住宅宿泊事業法施行後、届出民泊件

数は増加しているが、無届営業の継続も多

く、海外サイトの利用などにより潜在化し

ているものも多い。また、届出・認定・許

可後の民泊の営業状況の把握が不十分で

ある。

・ 室内衛生環境の実測調査からは、清掃不足

など衛生管理が不十分な建物において浮

遊真菌や付着真菌、ダニアレルゲンなどの

リスクが高まる可能性があることが示唆

された。

・ 民泊の衛生管理等に関する事業者・管理者

の意識調査からは、小規模な民泊では清掃

専門業者の利用は少ないこと、衛生管理に

対する危機意識は経営や火災・犯罪などの

危機管理と比較して高くないこと、日々の

管理が適切に実施されているかのチェッ

ク体制は十分ではないこと、などが明らか

になった。

・ 宿泊客に対する調査からは、宿泊施設の内

実を判断しづらい状況にあること、オーナ

ーとの接触のない民泊が多いこと、他方で

日本の民泊の清潔さに対する意識が非常

に高いことがわかった。

・ 自治体で民泊条例を制定しているのは都

道府県で 19、市で 39 であり、民泊の担当

部局は殆どが衛生部局だが、約 25%は観

光部局が関わっていた。積極的な取組みを

展開している自治体でも、衛生管理につい

て特別な取組みはほとんど行われていな

いが、感染症対策部局では宿泊施設向けの

啓発リーフレットを作成し配布する動き

が見られた。

・ 海外の事例では、パリ・ロンドンの両都市

とも、住宅供給の不足や家賃の高騰が社会

的な問題になっており、民泊の拡大がそれ

らに大きく影響することが懸念されてい

た。民泊に関する特別な安全・衛生基準等

は設定していないが、住宅一般に関して評

価や監査が実施されている。
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